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部数・配送先の変更方法 

部数や配送先について、年度途中で

変更があった場合、変更事項について、

ご連絡ください。 

 

【連絡方法】 

・電話（045-954-6023） 

・FAX（045-955-2856） 

・電子メール（QR コードは裏面） 

as-kouhou@city.yokohama.lg.jp 

・電子申請（QR コードは裏面） 
 

【締切】 

毎月 10 日まで 

（翌月号・当月下旬配送分） 

配布が困難な場合 
（補完配布のご案内） 

団体等での配布が困難な場合、補完

配布(シルバー人材センター等による配

布)に切り替えることができます。 

【必要書類】 

・切り替えの依頼文書 

・配布エリアがわかる地図 

【注意事項】 

・配布謝金はお支払いできません。 

・切り替えまでお時間を頂戴する場合が

あります（それまでは配布にご協力くだ

さい）。 

・貴団体の会員の総意が必要です。 

詳しくは広報相談係まで、ご相談くだ

さい。 

配布謝金の対象となる配布部数の考え方 

 

 

 

 

上記の各世帯に実際に配布(ポスティング)いただいた部数が 

配布謝金の対象となります 
 

※実際に配布を行わなかった部数や予備分等は謝金支払い対象外です。 

※「広報よこはま」は、毎月 10 日までの配布をお願いしておりますが、何らかのご事情により配

布時期が遅れた場合でも配布部数分をお支払いいいたします。 

貴団体の加入世帯 

への配布数 

区域内の未加入世帯 

への配布数 + 



メールや電子申請で部数・配送先の変更ができます 

ぜひご活用ください！ 

※電話（045-954-6023）や FAX（045-955-2856）での変更も可能です。 

 

 

電子申請での変更方法 

 

 

二次元コードを読み込み、 

登録をお願いいたします。 

 

 

メールでの変更方法 

二次元コードを読み込むと、自動で件名、入力項目が表示されます。 

■入力項目 

・団体名 

・申請者氏名 

・変更希望月（○月下旬配送分） 

・新部数 

・新配送先情報  など 

 

■メールアドレス 

  as-kouhou@city.yokohama.lg.jp 

 

 

 

 

【締切】毎月 10 日まで（翌月号・当月下旬配送分） 

※自治会・町内会の代表者を変更する際は、地域振興課へご連絡ください。 


